
 

 食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則を公布

する。 

  令和３年３月３０日 

京都市長  門 川 大 作 

京都市規則第   号 

   食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備等に関する規 

   則 

（京都市食品衛生法施行細則の廃止） 

第１条 京都市食品衛生法施行細則は，廃止する。 

（京都市食品衛生法に基づく管理運営基準に関する条例施行規則の廃止） 

第２条 京都市食品衛生法に基づく管理運営基準に関する条例施行規則は，廃止する。 

（京都市食品等の安全性及び安心な食生活の確保に関する条例施行規則の一部改正） 

第３条 京都市食品等の安全性及び安心な食生活の確保に関する条例施行規則の一部を次

のように改正する。 

  題名を次のように改める。 

京都市食品衛生法及び京都市食品等の安全性及び安心な食生活の確保に関す 

る条例の施行に関する規則 

第１４条中「ほか，」の右に「法及び」を加え，同条を第１８条とする。 

第１３条を第１７条とし，第７条から第１２条までを４条ずつ繰り下げ，第５条及び

第６条を削る。 

第４条第１項中「食品衛生法」を「法」に改め，同条を第１０条とする。 

第３条を第９条とし，第２条を第８条とし，同条の前に次の５条を加える。 

（飲用に適する水） 

第３条 食品衛生法施行規則（以下「規則」という。）別表第１７第４号イに規定する飲

用に適する水は，次の各号のいずれかに該当する水とする。 

⑴ 水道法第３条第２項に規定する水道事業により供給される水のみを水源とする小

規模な受水槽により供給される水 

⑵ 食品，添加物等の規格基準（昭和３４年１２月２８日厚生省告示第３７０号）第

１ 食品の部Ｂ 食品一般の製造，加工及び調理基準の項の５の表に規定する水質

基準を満たす水 

８９



 

２ 前項第１号の水を使用する場合は，別に定める検査項目を含む検査を行わなければ

ならない。 

（申請書の添付書類） 

第４条 規則第６７条の規定による申請書には，次に掲げる書類を添付しなければなら

ない。 

  ⑴ 施設の敷地の周囲おおむね２００メートルの区域内の見取図（法第５５条第１項

の規定に基づく営業の許可を受けた者（以下「許可営業者」という。）が，当該許可

の有効期間の満了に際し，引き続き同一の営業の許可を受けようとする場合を除く。） 

⑵ 法人の登記事項証明書の写し（申請者が法人である場合に限る。）（当該申請者が

現に法第５５条第１項の規定に基づく営業の許可を受けている者であり，かつ，当

該申請者の名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地に変更がない場合を除

く。) 

⑶ 契約書その他の申請者が当該営業を譲り受けたことを証する図書（規則第６７条

ただし書の規定の適用を受ける場合に限る。） 

（営業許可証の交付等） 

第５条 保健所長は，法第５５条第１項の規定による許可をしたときは，当該許可営業

者に対し，当該許可に係る文書（以下「営業許可証」という。）（当該許可が食品衛生

法施行令（以下「令」という。）第３５条第２号に規定する営業に係るものである場合

にあっては，営業許可証及び営業許可済証）を交付する。 

２ 前項の規定により営業許可証の交付を受けた許可営業者（令第３５条第２号に規定

する営業に係る者を除く。）は，施設内の見やすい場所に，これを掲示しておかなけれ

ばならない。 

３ 第１項の規定により営業許可済証の交付を受けた許可営業者は，当該営業の用に供

する自動販売機の見やすい箇所に，これを貼付しておかなければならない。 

（変更の届出の添付書類) 

第６条 許可営業者が規則第７１条の規定による届出を行う場合（規則第６７条第１号

に掲げる事項に変更がある場合に限る。）には，当該変更の内容を証する図書を添えな

ければならない。 

（廃業の届出） 

第７条 規則第７１条の２の規定による届出書の提出は，許可営業者又は法第５７条第



 

１項の規定による届出をした者の死亡又は解散により営業が廃止されたときは，その

相続人又は清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあっては，破産管財人)が

行わなければならない。 

第１条中「京都市食品等の安全性及び安心な食生活の確保に関する条例（以下「」を

「法及び」に改め，「」という。）」を削り，同条を第２条とし，同条の前に次の１条を加

える。 

（趣旨） 

第１条 この規則は，食品衛生法（以下「法」という。）及び京都市食品等の安全性及び

安心な食生活の確保に関する条例（以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を

定めるものとする。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，令和３年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第３条の規定による改正後の京都市食品衛生法及び京都市食品等の安全性及び安心な

食生活の確保に関する条例の施行に関する規則（以下「改正後の規則」という。）第４条

の規定にかかわらず，次の各号に掲げる場合には，それぞれ当該各号に掲げる書類を添

付することを要しない。 

 ⑴ 食品衛生法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第４６号。以下「改正法」と

いう。）第２条の規定による改正前の食品衛生法（以下「改正前の法」という。）第５

２条第１項の規定に基づく営業の許可を受けた者が，当該許可の有効期間の満了に際

し，引き続き改正法第２条の規定による改正後の食品衛生法第５５条第１項の規定に

基づき当該営業と同種の営業の許可を受けようとする場合 改正後の規則第４条第１

号に掲げる見取図 

 ⑵ 法人である申請者が現に改正前の法第５２条第１項の規定に基づく営業の許可を受

けている者であり，かつ，当該申請者の名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在

地に変更がない場合 改正後の規則第４条第２号に掲げる法人の登記事項証明書の写

し 

３ 食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置

に関する政令附則第２条第１項の規定によりなお従前の例により営業を行うことがで



 

きる者（以下「旧許可営業者」という。）が行うこの規則による廃止前の京都市食品衛生

法施行細則（以下「旧規則」という。）第１０条に規定する許可書の掲示及び旧規則第１

２条に規定する届出については，なお従前の例による。 

４ 旧許可営業者又はその相続人若しくは清算人若しくは破産管財人が行う旧規則第１３

条に規定する営業廃止・休止・再開届の提出については，なお従前の例による。 

５ 旧許可営業者が，牛の食肉（内臓を除く。）であって，生食用として販売するものの加

工，調理又は販売を業として行い，又は行おうとする場合の旧規則第１７条第１項に規

定する生食用食肉取扱届出書の提出，同条第２項に規定する生食用食肉取扱届出済証の

交付，同条第３項に規定する生食用食肉取扱届出済証の掲示，同条第４項に規定する生

食用食肉取扱届出事項変更届の提出及び同条第５項に規定する生食用食肉取扱廃止・休

止・再開届出書の提出については，なお従前の例による。 

（保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課） 


